
別表１

１　事務費基本額（月額）

入所者数 基本額（月額）

人 円

２０以下 131,000
２１－３０ 87,800
３１－４０ 76,800
４１－５０ 68,400
５１－６０ 57,800
６１－７０ 54,700
７１－８０ 47,900
８１－９０ 47,400
９１－１００ 42,800
１０１－１１０ 41,100
１１１－１２０ 37,900
１２１－１３０ 38,400
１３１－１４０ 35,700
１４１－１５０ 34,400
入所者数 基本額（月額）

人 円

２０以下 109,700
２１－３０ 73,600
３１－４０ 66,100
４１－５０ 59,800
５１－６０ 50,700
６１－７０ 48,600
７１－８０ 42,700
８１－９０ 42,800
９１－１００ 38,700
１０１－１１０ 37,400
１１１－１２０ 34,300
１２１－１３０ 35,100
１３１－１４０ 32,700
１４１－１５０ 31,600
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入所者数 基本額（月額）

人 円

１０－１４ 135,500
１５－１９ 90,800
２０－２９ 85,900

３０ 62,400
３１－４０ 57,700
４１－５０ 46,400
５１－６０ 38,900
６１－７０ 33,500
７１－８０ 29,500
８１－９０ 31,200
９１－１００ 28,100
１０１－１１０ 27,200
１１１－１２０ 25,000
１２１－１３０ 26,600
１３１－１４０ 24,900
１４１－１５０ 24,200
入所者数 基本額（月額）

人 円

１０－１４ 92,800
１５－１９ 62,300
２０－２９ 64,700

３０ 48,000
３１－４０ 47,100
４１－５０ 37,900
５１－６０ 31,800
６１－７０ 27,400
７１－８０ 24,200
８１－９０ 26,300
９１－１００ 23,800
１０１－１１０ 23,300
１１１－１２０ 21,500
１２１－１３０ 23,300
１３１－１４０ 21,800
１４１－１５０ 21,300
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入所者数 基本額（月額）

人 円

２０以下 98,800
２１－３０ 66,200
３１－４０ 50,100
４１－５０ 46,800
５１－６０ 39,900
６１－７０ 39,300
７１－８０ 34,600
８１－９０ 30,800
９１－１００ 27,800
１０１－１１０ 27,500
１１１－１２０ 25,300
１２１－１３０ 26,900
１３１－１４０ 25,100
１４１－１５０ 24,400
入所者数 基本額（月額）

人 円

２０以下 76,300
２１－３０ 51,300
３１－４０ 38,800
４１－５０ 37,900
５１－６０ 32,500
６１－７０ 32,900
７１－８０ 28,900
８１－９０ 25,800
９１－１００ 23,300
１０１－１１０ 23,400
１１１－１２０ 21,600
１２１－１３０ 23,400
１３１－１４０ 21,900
１４１－１５０ 21,400
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入所者数 基本額（月額）

人 円

１０－１４ 70,900
１５－１９ 47,600
２０－２９ 53,500

３０ 40,800
３１－４０ 30,900
４１－５０ 25,000
５１－６０ 21,100
６１－７０ 18,300
７１－８０ 16,100
８１－９０ 14,400
９１－１００ 13,100
１０１－１１０ 13,600
１１１－１２０ 12,600
１２１－１３０ 15,100
１３１－１４０ 14,100
１４１－１５０ 14,200
入所者数 基本額（月額）

人 円

１０－１４ 26,100
１５－１９ 17,800
２０－２９ 31,200

３０ 25,900
３１－４０ 19,700
４１－５０ 16,000
５１－６０ 13,500
６１－７０ 11,700
７１－８０ 10,500
８１－９０ 9,500
９１－１００ 8,600
１０１－１１０ 13,600
１１１－１２０ 12,600
１２１－１３０ 11,600
１３１－１４０ 10,900
１４１－１５０ 11,100
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一般入所者数 基本額（月額）

人 円

２０以下 32,800
２１－３０ 21,400
３１－４０ 26,700
４１－５０ 21,300
５１－６０ 17,700
６１－７０ 15,200
７１－８０ 13,300
８１－９０ 16,500
９１－１００ 14,900
１０１－１１０ 13,500
１１１－１２０ 12,400
１２１－１３０ 11,400
１３１－１４０ 10,600
１４１－１５０ 9,900
一般入所者数 基本額（月額）

人 円

２０以下 11,700
２１－３０ 7,300
３１－４０ 16,000
４１－５０ 12,800
５１－６０ 10,600
６１－７０ 9,100
７１－８０ 8,000
８１－９０ 11,800
９１－１００ 10,600
１０１－１１０ 9,600
１１１－１２０ 8,800
１２１－１３０ 8,100
１３１－１４０ 7,600
１４１－１５０ 7,000
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入所者数 基本額（月額）

人 円

５０以下 109,800

入所者数 基本額（月額）

人 円

５０以下 50,000

入所者数 基本額（月額）

人 円

２０以下 39,700

２１－３０ 41,200

３１－４０ 41,900

４１－５０ 42,500

○ケアハウスの場合

事務費基本額（月額） 備考

⑤、⑥、⑦、⑧のいずれか

上記に⑨又は⑩を加えた額

○Ａ型の場合

事務費基本額（月額） 備考

⑫

上記に⑬を加えた額

2　事務費の年間合計額（事務費基準額）

※一般入所者の入所日数が０となる月は、開設月数に算入しない。

特定施設入居者生活介護の利用者
　⑥＋⑩、⑧＋⑩の組み合わせについては、
一般入所者が３０人以下の場合を除く。

上記以外の一般入所者

特定施設入居者生活介護の利用者

上記以外の一般入所者

　 事務費基本額（月額）に別表４の民間施設給与等改善費を加算した額に、各月初日の実利用人
員を乗じて得た額と、別表４の介護職員処遇改善加算に当該年度における開設月数※を乗じて得
た額を合計した額。
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※　特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設の事務費基本額（月額）については、次のとお
   りとなる。
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別表２

1 ケアハウス

事務費徴収額（月額）

1 １０，０００円

2 １３，０００円

3 １６，０００円

4 １９，０００円

5 ２２，０００円

6 ２５，０００円

7 ３０，０００円

8 ３５，０００円

9 ４０，０００円

10 ４５，０００円

11 ５０，０００円

12 ５７，０００円

13 ６４，０００円

14 ７１，０００円

15 ７８，０００円

16 ８５，０００円

17 ９２，０００円

18 全　　　　額

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

　 対象収入及び必要経費については、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いに
ついて」（平成１８年１月２４日老発第０１２４００４号）の「１「対象収入」について」の取扱
いによるほか、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」（平成１８年１
月２４日老計発第０１２４００１号）の第２の１の（１）「「前年」の対象収入の取扱い」、（３）
「収入として認定するものの取扱い」、（４）「必要経費の取扱い」に準じ取扱うこと。

　 本人からの徴収額（月額）は上表により求めた額とする。
　 ただし、その額が当該施設における事務費基本額を超えるときは、当該施設の事務
費基本額を本人からの徴収額（月額）とする。

　 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分
の１をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が１５０万円以下に該当する場合の夫婦の
それぞれの費用徴収額については、上記表の額から３０％減額した額を本人からの費
用徴収額とする。この場合、１００円未満の端数は切り捨てとする。

　利用料の負担が困難な状況である者については、必要に応じて生活保護担当部局と
連携し、生活保護の申請手続等の援助等を行うこと。

２，９００，００１円　～　３，０００，０００円

３，０００，００１円　～　３，１００，０００円

３，１００，００１円以上

　 この表における「対象収入」とは前年の収入（社会通念上収入として認定することが適
当でないものを除く。）から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入
居者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。

２，５００，００１円　～　２，６００，０００円

２，６００，００１円　～　２，７００，０００円

２，７００，００１円　～　２，８００，０００円

２，８００，００１円　～　２，９００，０００円

２，１００，００１円　～　２，２００，０００円

２，２００，００１円　～　２，３００，０００円

２，３００，００１円　～　２，４００，０００円

２，４００，００１円　～　２，５００，０００円

１，７００，００１円　～　１，８００，０００円

１，８００，００１円　～　１，９００，０００円

１，９００，００１円　～　２，０００，０００円

２，０００，００１円　～　２，１００，０００円

対象収入による階層区分

１，５００，０００円以下

１，５００，００１円　～　１，６００，０００円

１，６００，００１円　～　１，７００，０００円



2 Ａ型

① 平成３年７月１日以降の入所者から適用

事務費徴収額（月額）

1 １０，０００円

2 １３，０００円

3 １６，０００円

4 １９，０００円

5 ２２，０００円

6 ２５，０００円

7 ３０，０００円

8 ３５，０００円

9 ４０，０００円

10 ４５，０００円

11 ５０，０００円

12 ５７，０００円

13 ６４，０００円

14 ７１，０００円

15 ７８，０００円

16 ８５，０００円

17 ９３，０００円

18 １０１，０００円

19 １０９，０００円

20 １１７，０００円

21 全　　　　額

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

　 本人からの徴収額（月額）は上表により求めた額とする。
　 ただし、その額が当該施設における事務費基本額を超えるときは、当該施設の事務
費基本額を本人からの徴収額（月額）とする。

　 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分
の１をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が１５０万円以下に該当する場合の夫婦の
それぞれの費用徴収額については、上記表の額から３０％減額した額を本人からの費
用徴収額とする。この場合、１００円未満の端数は切り捨てとする。

　 利用料の負担が困難な状況である者については、必要に応じて生活保護担当部局と
連携し、生活保護の申請手続等の援助等を行うこと。

３，３００，００１円　～　３，４００，０００円

３，４００，００１円以上

　 この表における「対象収入」とは前年の収入（社会通念上収入として認定することが適
当でないものを除く。）から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入
居者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。

　 対象収入及び必要経費については、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いに
ついて」（平成１８年１月２４日老発第０１２４００４号）の「１「対象収入」について」の取扱
いによるほか、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」（平成１８年１
月２４日老計発第０１２４００１号）の第２の１の（１）「「前年」の対象収入の取扱い」、（３）
「収入として認定するものの取扱い」、（４）「必要経費の取扱い」に準じ取扱うこと。

２，９００，００１円　～　３，０００，０００円

３，０００，００１円　～　３，１００，０００円

３，１００，００１円　～　３，２００，０００円

３，２００，００１円　～　３，３００，０００円

２，５００，００１円　～　２，６００，０００円

２，６００，００１円　～　２，７００，０００円

２，７００，００１円　～　２，８００，０００円

２，８００，００１円　～　２，９００，０００円

２，１００，００１円　～　２，２００，０００円

２，２００，００１円　～　２，３００，０００円

２，３００，００１円　～　２，４００，０００円

２，４００，００１円　～　２，５００，０００円

１，７００，００１円　～　１，８００，０００円

１，８００，００１円　～　１，９００，０００円

１，９００，００１円　～　２，０００，０００円

２，０００，００１円　～　２，１００，０００円

対象収入による階層区分

１，５００，０００円以下

１，５００，００１円　～　１，６００，０００円

１，６００，００１円　～　１，７００，０００円



② 平成３年６月３０日以前の入所者に適用

事務費徴収額（月額）

Ａ 市町村民税の非課税者 １０，０００円

Ｂ 　　〃　均等割のみの納税者 １５，０００円

Ｃ１ 　　〃　所得割課税者 ２０，０００円

Ｃ２ 所得税　７，３００円以下 ２５，０００円

Ｃ３ 　〃　　　７，３０１円～１４，９００円 ３０，０００円

Ｃ４ 　〃　　　１４，９０１円～２２，２００円 ３５，０００円

Ｃ５ 　〃　　　２２，２０１円～２９，７００円 ４０，０００円

Ｃ６ 　〃　　　２９，７０１円～３７，２００円 ４５，０００円

Ｃ７ 　〃　　　３７，２０１円～４４，６００円 ５０，０００円

Ｃ８ 　〃　　　４４，６０１円～５２，２００円 ５５，０００円

Ｃ９ 　〃　　　５２，２０１円～５９，８００円 ６０，０００円

Ｃ１０ 　〃　　　５９，８０１円以上 全　　　　額

所得税
非課税者

所得税課税者

階　　層　　区　　分



別表３

生活費（月額）

１人当たりの額
地区別冬期加算額
（１１月から３月まで）

１人当たりの額
地区別冬期加算額
（１１月から３月まで）

４４，５１０円 ２，２８０円 ５２，６００円 ２，２８０円

ケアハウス Ａ型



別表４

加算項目 対象施設 加算額（月額）

民間施設給与等改善費

地方公共団体の経営する施設以外の施設（た
だし、昭和４６年７月１６日社庶第１２１号厚生
省社会局長・児童家庭局長連名通知にいう社
会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって
「民間施設給与等改善費算定要領」（平成２１
年３月１２日長第３５４１号通知）に定めるところ
により民間施設給与等改善費の加算を必要と
するもの

「民間施設給与等改善費算定要領」（平成２
１ 年３月１２日長第３５４１号通知）に定める
ところにより算定した基本分の加算率を事務
費基本額（月額）に乗じて得た額（円未満切
捨て）

介護職員処遇改善加算
別途規定する「介護職員処遇改善加算の運用
について」の定めるところにより、介護職員等
の賃金改善を実施した施設

９千円×対象介護職員数（月平均）

注１）対象介護職員数（月平均）は、少数点
第２位以下切捨てとする。
注２）特定入居者生活介護の指定を受けて
いる施設にあっては、特定施設入居者生活
介護に配置される介護職員数（常勤換算）は
除く。）


